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「
倭
国
」
か
ら
「
日
本
国
」
へ
～
『
日
本
書
紀
』
編
纂
一
三
〇
〇
年
～ 
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一
．
二
〇
二
〇
年
は
『
日
本
書
紀
』
編
纂
千
三
百
年
に
あ
た
る
。 

『
日
本
書
紀
』
三
〇
巻
の
編
纂
は
天
武
十
年
（
六
八
一
）
の

「
帝
紀
及
上
古
諸
事
」
の
編
纂
詔
勅
か
ら
、
元
明
天
皇
の
時
に
、

舎
人
親
王
（
天
武
天
皇
の
第
三
皇
子
）
ら
に
よ
っ
て
養
老
四
年

（
七
二
〇
）、
約
四
〇
年
間
費
や
し
て
完
成
し
た
。
正
式
名
称
は

『
日
本
紀
』。
主
な
編
纂
者
は
、
川
島
皇
子
・
忍
壁
皇
子
以
下
十
二

名
に
詔
し
て
「
帝
紀
」
と
「
上
古
諸
事
」
を
記
定
さ
せ
、
中
臣
連

大
島
と
平
群
臣
首
に
筆
録
さ
せ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。『
古
事
記
』

は
、
序
に
よ
れ
ば
、
天
武
天
皇
が
「
諸
家
伝
を
集
め
た
帝
紀
お
よ

び
本
辞
の
誤
り
を
正
し
て
後
世
に
伝
え
よ
う
」（
削
偽
定
実
）
と
企

画
し
た
の
が
始
ま
り
と
あ
る
。
天
武
天
皇
の
崩
御
で
中
断
。
そ
の

後
、
元
明
天
皇
が
太
安
万
侶
に
命
じ
て
続
行
さ
せ
、
和
銅
五
年

（
七
一
二
）
に
元
明
天
皇
に
献
上
さ
れ
た
と
い
う
。『
古
事
記
』
は

公
開
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
鎌
倉
時
代
に
偶
然
写
本
が
見
つ
か
る

ま
で
そ
の
存
在
は
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。 

『
日
本
紀
』
編
纂
事
業
は
、
唐
・
新
羅
連
合
軍
に
よ
る
百
済
滅

亡
（
六
六
〇
年
）
、
白
村
江
で
の
「
倭
国
」
敗
戦
（
六
六
三
年
）、

「
壬
申
の
乱
」（
六
七
二
年
）
後
一
〇
年
に
開
始
し
て
い
る
。 

「
壬
申
の
乱
」
は
、
大
海
人
皇
子
に
よ
っ
て
用
意
周
到
に
計
画

さ
れ
た
「
皇
位
簒
奪
」
を
意
図
し
た
戦
い
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て

い
る
。
短
期
決
戦
で
圧
倒
的
に
勝
利
し
、
時
代
を
大
き
く
変
革
し

た
天
武
天
皇
と
っ
て
、
国
史
の
編
纂
『
日
本
紀
』、
国
号
「
日
本
」

と
は
、
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。 

 

二
．
国
号
「
日
本
」 

 

（
一
）
国
号
「
日
本
」
は
、
文
武
天
皇
四
年
（
七
〇
〇
）
に
大
宝

令
が
成
立
し
て
い
る
。「
現
神
御
宇
（
あ
き
つ
み
か
み
と
あ
め
の
し

た
し
ろ
し
め
す
）
日
本
天
皇
」
と
、
公
式
に
定
め
て
い
る
。 

『
日
本
紀
』
編
纂
中
に
遣
唐
使
粟
田
真
人
等
を
派
遣
。『
続
日
本

紀
』
に
は
、
七
〇
一
年
遣
唐
使
に
任
命
さ
れ
た
粟
田
真
人
等
は

（
大
宝
元
年
春
正
月
丁
酉
条
）、
こ
の
年
暴
風
の
た
め
出
発
で
き
ず

翌
七
〇
二
年
に
な
っ
て
出
発
（
大
宝
二
年
六
月
乙
丑
条
）。
七
〇
四

年
に
帰
国
し
た
粟
田
真
人
は
「
初
至
レ
唐
時
」「
日
本
国
使
」
を
名

乗
っ
た
と
報
告
し
て
い
る
。『
続
日
本
紀
』
に
は
、 

 

慶
雲
元
年
（
七
〇
四
）
秋
七
月
一
日
、
正
四
位
下
の
粟
田

朝
臣
真
人
が
、
唐
か
ら
大
宰
府
に
帰
っ
た
。
初
め
唐
に
着
い

た
時
、
人
が
や
っ
て
き
て
「
何
処
か
ら
の
使
人
か
」
と
尋
ね

た
。
そ
こ
で
「
日
本
国
の
使
者
で
あ
る
」
と
答
え
、
逆
に

「
こ
こ
は
何
州
の
管
内
か
」
と
問
う
と
、
答
え
て
「
こ
こ
は

大
局
の
楚
州
塩
城
県
の
地
で
あ
る
」
と
答
え
た
。
真
人
が
更

に
尋
ね
て
「
以
前
は
大
唐
で
あ
っ
た
の
に
、
い
ま
大
周
と
い

う
国
名
に
ど
う
し
て
変
っ
た
の
か
」
と
い
う
と
、
答
え
て

「
永
淳
二
年
に
天
皇
太
帝
（
唐
の
高
宗
）
が
崩
御
し
、
皇
太

后
（
高
宗
の
后
、
武
則
天
）
が
即
位
し
、
称
号
を
聖
神
皇
帝

と
い
い
、
国
号
を
大
周
（
武
周
）
と
改
め
た
」
と
答
え
た
。

問
答
が
ほ
ぼ
終
っ
て
唐
人
が
わ
が
使
者
に
言
う
に
は
「
し
ば

し
ば
聞
い
た
こ
と
だ
が
、
海
の
東
に
大
倭
国
（
や
ま
と
）
が

あ
り
、（
中
略
）
本
当
に
聞
い
て
い
た
通
り
で
あ
る
」
と
。

言
い
終
っ
て
唐
人
は
去
っ
た
。 

七
〇
二
年
ま
で
は
、「
日
本
」
が
国
号
と
し
て
唐
に
は
認
識
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。 

（
二
）
九
〇
七
年
～
九
六
〇
年
に
編
纂
さ
れ
て
い
る
正
史
『
旧
唐

書
』
で
は
、
貞
観
二
十
二
年
（
六
四
八
）
の
こ
と
ま
で
を
倭
国
条

に
記
し
、
長
安
三
年
（
七
〇
三
）
以
後
の
こ
と
を
日
本
国
条
に
記

し
て
い
る
。
倭
国
条
で
は
、 

倭
国
は
古
の
倭
奴
国
で
あ
る
。
京
師
（
長
安
）
を
去
る
こ

と
一
万
四
千
里
、
新
羅
東
南
大
海
の
中
に
あ
る
。
山
の
多
い

島
に
生
活
し
、
領
域
は
歩
い
て
東
西
五
ヵ
月
、
南
北
三
ヵ
月

行
と
い
う
。
歴
代
、
中
国
と
通
交
し
て
き
た
。（
略
） 

日
本
国
条
に
お
い
て
、 

日
本
国
は
倭
国
の
別
種
な
り
。
其
の
国
は
日
辺
に
在
る
故

を
も
っ
て
、
日
本
を
も
っ
て
名
と
な
す
。
あ
る
い
は
い
ふ
。

倭
国
は
自
ら
其
の
名
の
雅
（
み
や
び
）
や
か
ざ
る
を
悪
（
に

く
）
み
、
改
め
て
日
本
と
な
す
。
あ
る
い
は
い
ふ
。
日
本
も

と
小
国
、
倭
国
の
地
を
併
す
。
其
の
人
で
入
朝
す
る
者
、
多

く
自
ら
衿
大
（
き
ょ
う
だ
い
）
で
、
実
を
も
っ
て
対
（
こ
た
）

へ
ず
。
故
に
中
国
こ
れ
を
疑
ふ
。 

こ
の
記
述
に
よ
れ
ば
、 

①
倭
国
が
国
号
を
悪
（
に
く
）
み
日
本
国
と
改
号
し
た
。 

②
倭
国
が
小
国
の
日
本
国
に
併
合
さ
れ
た
か
ら
、
「
倭
」
か
ら

「
日
本
」
に
国
号
が
変
わ
っ
た
。
の
二
説
が
読
み
取
れ
る
。 

（
三
）
後
晋
の
一
〇
六
〇
年
に
成
立
と
い
わ
れ
る
『
新
唐
書
』

（「
東
夷
伝
日
本
条
」）
に
は
、 

咸
亨
元
年
（
六
七
〇
）、「
日
本
之
小
國 

為
レ
倭
所
レ
并 

故
冒
二
其
号
一
」
「
遣
レ
使
賀
レ
平
二
高
麗
一
。
後
梢
（
や
や

の
ち
）
習
二
夏
音
一
悪
二
倭
名
一
更
号
二
日
本
一
。
使
者
自
言
、

国
近
二
日
所
レ
出
、
以
為
レ
名
」
と
あ
る
。 

こ
の
記
事
で
は
、
日
本
は
小
国
。
倭
の
併
せ
る
所
と
な
す
。
故

に
其
の
号
を
冒
す
。
と
、
倭
国
が
小
国
日
本
を
併
合
し
た
と
読
め

る
。『
旧
唐
書
』
と
は
全
く
逆
の
表
記
で
あ
る
。 

ま
た
、『
新
羅
本
紀
』
文
武
王
一
〇
年
一
二
月
条
に
「
遣
二
小
錦

河
内
直
鯨
等
一
、
使
二
於
大
唐
一
」「
更
号
二
日
本
一
。
使
者
自
言
、

国
近
二
日
所
レ
出
、
以
為
レ
名
」
と
あ
り
、
天
智
九
年
紀
秋
九
月
の

遣
使
が
「
日
本
」
を
名
乗
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
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る
。
し
か
し
、『
新
羅
本
紀
』
の
こ
の
記
載
は
、
前
掲
の
『
新
唐
書
』

東
夷
伝
日
本
条
の
引
用
と
、
考
え
ら
れ
て
い
る
。 

（
四
）
斉
明
紀
五
年
（
六
五
九
）
秋
七
月
条
、「
博
徳
書
」
に
、 

「
天
子
相
見
問
訊
之
日
本
国
天
皇
平
安
以
不
」「
汝
ら
倭
の
客
東

に
帰
る
こ
と
得
ざ
る
（
拘
留
）」
の
記
事
が
あ
る
。
こ
の
記
事
に
つ

い
て
、
割
注
は
、「
日
」
は
「
曰
」（
い
わ
く
）
の
誤
写
と
し
て
い

る
。
天
子
相
見
問
訊
之
曰
（
い
わ
く
）、「
天
皇
平
安
以
不
」
と
。

解
釈
す
べ
き
と
あ
る
。 

（
五
）
二
〇
一
一
年
に
中
国
で
百
済
人
祢
軍
（
で
い
ぐ
ん
）
墓
誌

（
六
七
八
年
頃
）
が
見
つ
か
っ
た
。
当
時
の
新
聞
報
道
に
よ
る
と
、 

 
 

百
済
人
祢
軍
は
、
六
六
〇
年
の
百
済
滅
亡
時
に
唐
へ
投
降
。
白

村
江
の
戦
い
後
、
唐
側
の
使
者
と
し
て
太
宰
府
に
来
て
い
る
。
墓

誌
の
碑
文
（
八
八
七
字
）
は
次
の
通
り
。 

去
る
顕
慶
五
年
（
六
六
〇
）
、
官
軍
（
唐
軍
）
本
藩
（
百
済
）

を
平
ら
げ
る
日
」
と
、
あ
っ
て
「
于
時
日
夲
（
本
）
餘
噍 
據

□
桑
以
逋
誅 

風
谷
遺
甿 

負
盤
桃
而
阻
固
」 

発
見
し
た
吉
林
大
、
王
連
龍
副
教
授
は
「
白
村
江
の
戦
い
で
敗

れ
た
日
本
の
生
き
残
り
が
本
国
に
逃
れ
て
、
誅
伐
を
さ
け
て
い
る
」

と
い
う
。
さ
ら
に
、
奈
良
大
教
授
東
野
浩
之
氏
は
、「
日
本
」
は
、

中
国
か
ら
見
て
、「
日
の
出
る
所
＝
東
方
」
新
羅
を
指
し
て
い
る
と

い
う
。「
□
桑
」（
扶
桑
）
に
つ
い
て
は
、
日
本
の
近
畿
と
考
え
る 

説
（
壱
岐
一
郎
氏
な
ど
）
が
あ
る
が
、
東
方
の
神
木
や
東
の
仮
想

国
と
み
て
い
る
。（
読
売
新
聞
、
記
事
内
の
コ
メ
ン
ト
） 

（
六
）
天
武
紀
三
年
（
六
七
四
）
の
条
に
、「
銀
（
し
ろ
が
ね
）
初

め
て
当
国
（
こ
の
く
に
）
に
出
で
た
り
、
銀
の
倭
国
（
や
ま
と
く

に
）
に
有
る
こ
と
は
、…
…

」 

こ
の
記
事
か
ら
み
て
、「
倭
国
」
が
使
わ
れ
て
い
る
。 

（
七
）
七
〇
二
年
、
遣
唐
使
・
粟
田
真
人
の
随
員
と
し
て
唐
に
渡

っ
た
山
上
憶
良
が
、
帰
国
を
前
に
し
た
宴
の
席
で
詠
ん
だ
歌
に
、

国
号
、
日
本
（
や
ま
と
）
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
。 

い
ざ
子
ど
も 

は
や
く
日
本
（
や
ま
と
）
へ 

大
伴
の
御
津

（
み
つ
）
の
浜
松  

待
ち
恋
ひ
ぬ
ら
む 

（『
万
葉
集
』
巻
一-

六
三
、『
新
古
今
和
歌
集
』
巻
一
〇
） 

（
八
）
遣
唐
留
学
生
、
開
元
二
十
二
年
（
七
三
四
）
に
亡
く
な
っ

た
井
真
成
の
墓
誌
に
「
国
は
日
本
を
号
す
」
と
あ
る
。 

以
上
（
一
）
～
（
八
）
の
こ
と
か
ら
、
国
号
「
日
本
」
の
対
外

的
な
使
用
の
始
ま
り
は
「
咸
亨
元
年
（
六
七
〇
）
の
、「
遣
レ
使
賀

レ
平
二
高
麗
一
。」
天
智
九
年
（
六
七
〇
）
紀
秋
九
月
の
遣
使
派
遣

後
の
後
梢
（
や
や
の
ち
）
か
ら
、
大
宝
令
成
立
の
文
武
天
皇
四
年

（
七
〇
〇
）
の
間
と
考
え
ら
れ
る
。 

ま
た
、『
旧
唐
書
』
と
『
新
唐
書
』
の
内
容
か
ら
「
日
本
国
」
と

「
倭
国
」
の
関
係
、
国
号
の
変
更
に
つ
い
て
、
概
ね
次
Ａ
、
Ｂ
の

よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。 

 
 

Ａ 

倭
と
日
本
が
同
じ
国
で
、
そ
の
中
で
、
委
奴
国→

倭
国→

大
倭
国→

日
本
国
へ
と
、
委
奴
国→

日
本
国
と
い
う
二
説 

Ｂ 

倭
と
日
本
は
別
の
国
で
、
日
本
と
倭
と
が
一
つ
に
な
っ
た

か
ら
、
倭
か
ら
日
本
に
改
め
た
。 

七
世
紀
の
倭
国
内
の
動
き
を
、『
唐
書
』
に
お
い
て
、「
其
の
人

で
入
朝
す
る
者
、
多
く
自
ら
衿
大
（
き
ょ
う
だ
い
）
で
、
実
を
も

っ
て
対
（
こ
た
）
へ
ず
。
故
に
中
国
こ
れ
を
疑
ふ
。」
と
あ
り
、
誰

が
ど
の
よ
う
に
伝
え
た
か
は
詳
ら
か
で
な
い
が
、
伝
え
聞
い
た
唐

の
人
た
ち
は
、
「
日
本
国
」
と
「
倭
国
」
の
存
在
と
、
新
・
旧
の

『
唐
書
』
で
は
表
現
内
容
が
全
く
逆
で
は
あ
る
が
、
共
通
し
て
い

る
こ
と
は
、
「
日
本
国
は
倭
国
の
別
種
な
り
」
と
い
う
認
識
と
、

「
日
本
国
」
と
「
倭
国
」
が
併
合
し
た
と
い
う
捉
え
で
あ
る
。 

 

七
世
紀
後
半
の
改
号
を
記
す
『
唐
書
』
か
ら
考
え
て
国
号
の
変

更
、
対
外
的
な
使
用
、
あ
る
い
は
倭
国
と
日
本
国
と
の
併
合
に
つ

な
が
る
動
き
は
「
壬
申
の
乱
」
が
考
え
ら
れ
る
。 

「
壬
申
の
乱
」
は
、
滅
亡
し
た
百
済
か
ら
の
亡
命
者
が
多
く
居

住
す
る
近
江
に
遷
都
し
た
天
智
天
皇
の
後
継
者
、
大
友
皇
子
（
後

に
弘
文
天
皇
、
明
治
三
年
、
諡
号
追
贈
）
と
吉
野
に
隠
棲
し
た
大

海
人
皇
子
と
の
日
本
古
代
史
上
最
大
の
戦
い
で
あ
っ
た
。 

 
 

三
．
大
海
人
皇
子
と
「
壬
申
の
乱
」 

「
壬
申
の
乱
」
は
、
天
武
元
年
（
六
七
二
） 

五
月
、
近
江
朝
廷

が
、
美
濃
・
尾
張
の
国
に
命
じ
て
山
陵
造
営
の
た
め
の
人
夫
を
徴

発
し
武
器
を
持
た
せ
て
い
る
と
い
う
情
報
を
朴
井
（
え
の
い
・
物

部
）
連
雄
君
が
入
手
し
、
朴
井
連
雄
君
が
、
そ
れ
を
近
江
朝
廷
の

戦
闘
準
備
と
判
断
し
、
大
海
人
皇
子
に
報
告
し
た
こ
と
か
ら
始
ま

る
。
そ
し
て
、
ま
た
或
る
人
は
、
近
江
京
か
ら
倭
京
に
か
け
て

処
々
に
斥
候
（
う
か
み
）
が
お
か
れ
、
宇
治
の
橋
守
が
吉
野
に
食

料
を
搬
入
す
る
の
を
阻
止
し
て
い
る
こ
と
を
伝
え
る
。 

六
月
二
十
二
日
、
大
海
人
皇
子
は
、
村
国
男
依
ら
三
臣
に

美
濃
に
急
行
し
、
安
八
磨
評
湯
沐
令
（
ゆ
の
う
な
が
し
）
、

多
臣
品
治
（
ほ
む
じ
）
国
司
ら
に
挙
兵
し
不
破
道
の
閉
塞
を

命
じ
る
。 

そ
し
て
、
白
村
江
以
後
、
倭
国
に
対
し
て
従
属
と
新
羅
と
の
戦

い
へ
の
協
力
を
求
め
て
き
た
郭
務
悰
が
、
唐
へ
引
き
上
げ
た
約
一

ケ
月
後
、
大
海
人
皇
子
は
、 

六
月
二
四
日
、
徒
歩
で
元
従
者
二
十
余
人
、
女
孺
・
め
の

わ
ら
十
余
人
）
吉
野
を
発
進
し
た
の
は
、。
大
野
で
日
没
。

隠
駅
家
を
焼
き
払
う
。
そ
こ
で
、「
天
皇
（
す
め
ら
み
こ
と
）、

東
国
（
あ
ず
ま
の
く
に
）
に
入
り
ま
す
。」
と
参
軍
を
呼
び

か
け
る
が
応
答
無
し
。
横
河
、
今
の
名
張
川
を
渡
ら
ん
と
し

た
と
き
、「
幅
十
丈
余
り
の
黒
雲
有
り
、
親
か
ら
式
（
ち
く
）

と
り
て…

…

」
そ
し
て
「
「
天
下
両
に
分
れ
む
祥
（
さ
が
）

な
り
。
然
れ
ど
も
朕
遂
に
天
下
を
得
む
か
」
と
、
大
海
人
皇

子
は
、「
天
下
が
二
つ
に
分
か
れ
る
し
る
し
で
あ
る
が
、
最

後
に
勝
つ
」
と
自
ら
を
占
っ
て
い
る
。 

そ
し
て
多
氏
、
舟
木
氏
の
祭
祀
が
行
わ
れ
て
い
た
朝
明
郡
の
迹

太
川
の
辺
に
し
て
、「
天
照
大
神
を
望
拝
（
た
よ
せ
に
を
が
み
た
ま

ふ
）。」
な
ど
の
記
述
が
続
く
。
そ
の
中
で
、「
乱
」
の
経
過
と
と
も

に
東
国
の
諸
氏
族
と
の
つ
な
が
り
が
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
。 

大
海
人
皇
子
の
勢
力
・
経
済
基
盤
で
あ
る
湯
沐
邑
は
美
濃
国
安

八
麿
評
に
あ
っ
た
。
大
海
人
皇
子
は
不
破
野
上
に
行
宮
を
設
け
て

い
る
。
美
濃
の
金
生
山
は
赤
鉄
鉱
の
鉱
脈
が
露
出
し
て
お
り
、
鉄
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の
含
有
量
が
非
常
に
高
く
、
六
十
数
％
と
い
う
純
度
で
あ
っ
た
。

鋳
造
技
術
に
優
れ
て
い
た
伊
福
部
連
が
武
器
を
製
造
。
大
海
の
有

事
の
「
湯
沐
邑
」
は
武
器
庫
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。 

安
八
磨
評
に
は
、
不
破
勝
氏
、
春
日
臣 

物
部
連
、
服
織
連
な

ど
の
氏
族
が
お
り
、
額
田
（
額
田
国
造
）、
壬
生
、
伊
福
、
池
田
、

春
日
、、
服
織
、
長
友
の
「
郷
」
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
当
時
の
伊
勢

湾
は
物
部
王
国
で
あ
り
、
天
日
槍
の
後
裔
で
軍
兵
五
百
人
と
共
に

鈴
鹿
で
合
流
し
た
伊
勢
国
司
、
三
宅
連
石
床
が
あ
り
、
竹
氏
、
秦

氏
、
大
中
臣
氏
、
荒
木
田
氏
が
勢
力
を
持
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、

尾
張
に
は
私
邸
を
行
宮
と
し
て
提
供
し
た
尾
張
大
隅
、
尾
張
で
徴

発
し
た
二
万
の
兵
士
を
率
い
る
小
子
部
連
鉗
鉤
。
そ
し
て
、
春
日

に
は
海
人
族
阿
曇
氏
の
同
族
、
大
海
氏
が
勢
力
を
伸
ば
し
て
い
た
。 

「
政
の
要
は
軍
事
に
あ
り
」
武
器
庫
（
金
生
山
）
を
握
る
天
武
、

尾
張
氏
な
ど
の
同
盟
側
は
騎
馬
戦
を
展
開
し
「
倭
国
」
に
対
し
て

圧
倒
的
な
勝
利
を
得
た
。
壬
申
の
乱
に
活
躍
し
た
人
物
の
多
く
が

東
国
の
美
濃
出
身
者
、
新
羅
系
渡
来
人
そ
し
て
大
海
氏
の
同
族
で

あ
っ
た
。 

な
お
、
湯
沐
邑
は
皇
后
や
皇
太
子
に
私
的
に
与
え
ら
れ
た
土
地
。

規
模
は
二
千
戸
。
湯
沐
邑
令
は
、
多
臣
品
治
、
太
安
万
侶
の
父
で

あ
っ
た
。
な
お
、
高
市
皇
子
の
母
は
、
筑
紫
国
宗
像
郡
の
豪
族
・

胸
形
徳
善
の
娘
、
尼
子
姫
。
天
武
天
皇
の
殯
（
も
が
り
）
で
最
初

に
誄
（
し
の
び
ご
と
）
を
し
た
の
は
、
大
海
宿
祢
荒
蒲
だ
っ
た
。 

 

四
．
天
武
朝
時
代
の
治
世 

（
一
）「
現
人
神
」、「
浄
」
く
て
神
聖
な
天
武
天
皇
。 

「
大
津
皇
」「
天
皇
聚
露
弘
寅
」、
天
皇
号
木
簡
が
飛
鳥
池
遺
跡

か
ら
出
土
し
て
い
る
。
ま
た
、
天
武
天
皇
を
詠
っ
た
歌
、
二
首
。 

大
君
は 

神
に
し
ま
せ
ば 

天
雲
の 

雷
の
上
に 

 

い
ほ
り
せ
る
か
も 

 
 
 
 
 
 
 
 

柿
本
人
麻
呂 

 

大
君
は 

神
に
し
ま
せ
ば 

赤
駒
の
腹
ば
う
田
居
を 

 

都
と
な
し
つ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
伴
御
行 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

そ
し
て
、『
天
帝
天
皇
』
に
擬
え
る
天
武
天
皇
の
諡
号
は
天
渟
中

原
瀛
真
人
（
あ
ま
の
ぬ
な
は
ら
お
き
の
ま
ひ
と
）
と
な
っ
て
い
る
。 

（
二
）
人
民
支
配
に
必
要
不
可
欠
な
政
策 

ま
ず
は
、
「
良
賎
制
」
、
そ
し
て
「
殺
生
禁
断
令
」
「
衣
服
令
」

「
八
色
の
姓
」
な
ど
を
成
立
さ
せ
て
い
る
。
天
武
十
年
（
六
八
一
）

に
は
、
天
下
大
解
除
を
諸
国
に
国
造
に
命
じ
、「
祓
柱
奴
婢
一
口
」

を
出
さ
せ
た
。
天
下
大
解
除
は
世
の
中
の
「
穢
れ
」
を
奴
卑
＝
賤

民
一
身
に
集
め
さ
せ
「
清
浄
」
な
天
皇
を
創
り
だ
し
た
。 

こ
の
よ
う
な
国
家
祭
祀
、
法
制
に
よ
り
「
貴
・
賤
」「
浄
・
穢
」

「
尊
・
卑
」、
小
中
華
思
想
＝
華
夏
（
内
国
）
と
蛮
の
居
所
（
夷

狄
・
蝦
夷
）
の
二
項
対
立
的
思
想
が
具
体
化
さ
れ
て
い
っ
た
。 

 

そ
し
て
、
天
武
天
皇
の
晩
年
、
元
号
を
朱
鳥
（
あ
か
み
と
り
）

に
定
め
た
元
年
（
六
八
六
）
七
月
二
十
日
に
「
飛
鳥
浄
御
原
宮
」

と
、
宮
号
を
正
式
に
制
定
し
て
い
る
。 

な
お
、
朱
鳥
は
道
教
に
お
け
る
生
命
の
充
実
を
意
味
し
て
お

り
、「
気
が
枯
れ
る
」
＝
「
穢
」
と
対
極
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
た
。 

（
三
）
天
皇
制
中
央
集
権
国
家
を
支
え
る
と
律
令
制
、 

天
武
十
年
（
六
八
一
）
に
浄
御
原
令
の
編
纂(

へ
ん
さ
ん)

が
開

始
さ
れ
る
。
日
本
号
、
天
皇
号
は
本
令
に
よ
り
法
典
に
明
記
さ
れ

た
と
す
る
説
が
有
力
で
あ
る
。 

太
宰
府
国
分
松
本
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
竺
志
前
国
嶋
評
戸
籍
木

簡
は
六
八
三
～
七
〇
一
年
に
作
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
、
大
宝
律

令
の
制
定
（
七
〇
一
）
よ
り
早
い
段
階
で
、
中
央
集
権
国
家
の
要

と
な
る
戸
籍
関
連
の
制
度
が
確
立
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

戸
籍
が
六
年
に
一
回
作
成
さ
れ
て
お
り
、
税
の
徴
収
よ
り
徴
兵

を
目
的
と
し
て
編
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
て
い
る
。 

ま
た
、
浄
御
原
令
は
、、
五
十
戸
を
一
里
と
す
る
地
方
制
度
、
班

田
収
授
に
関
す
る
規
定
な
ど
の
律
令
制
の
骨
格
を
定
め
て
い
る
。 

地
方
行
政
区
画
に
つ
い
て
、「
大
化
の
改
新
」
の
詔
で
は
、「
郡
」

と
な
っ
て
い
る
。
常
陸
風
土
記
の
内
容
か
ら
み
れ
ば
六
五
三
年
頃

に
は
「
評
」
制
が
行
わ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
発
掘
さ
れ
た
荷

札
木
簡
の
「
評
」
表
記
は
、
浄
御
原
令
（
六
八
九
年
）
以
後
に
多

く
、「
郡
」
表
記
は
、「
大
宝
律
令
」
以
後
に
し
か
表
れ
な
い
。「
立

評
」
に
つ
い
て
は
、『
日
本
書
紀
』
で
は
、
一
切
触
れ
て
い
な
い
。 

地
方
行
政
区
画
、
国
境
策
定
に
関
わ
っ
た
人
物
と
し
て
『
日
本

書
紀
』
で
次
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
。 

天
武
十
二
年
（
六
八
三
）
春
正
月
、
筑
紫
大
宰
丹
比
真
人 

 
 

 
 

嶋
等
、
三
足
あ
る
雀
を
貢
（
た
て
ま
つ
）
れ
り
。
十
二
月
、 

伊
勢
王
ら
を
遣
わ
し
て…

多
臣
品
治
、
中
臣
連
大
嶋
ら…

…

天
下
に
巡
行
（
あ
り
て
）
て
、
諸
国
の
境
境
を
限
分
（
ま
か
）

ふ
。
天
武
十
三
年
、 

伊
勢
王
ら
を
遣
わ
し
て
諸
国
の
堺
を
定

め
し
む
。
続
い
て
天
武
十
四
年
伊
勢
王
等
、
亦
、
東
国
に
向

（
ま
か
）
る
。 

他
に
、
大
嘗
祭
を
初
め
て
執
行
し
、
無
文
銀
銭
に
代
わ
る
富
本

銭
の
鋳
造
、
占
星
台
の
設
置
と
天
文
暦
・
具
注
暦
（
木
簡
出
土
）

を
採
用
、
六
五
〇
〇
㎞
に
及
ぶ
七
道
駅
路
の
建
設
な
ど
が
あ
る
。 

 

な
お
、
天
武
十
年
に
は
、「
帝
紀
及
上
古
諸
事
」
の
編
纂
詔
勅
が

発
布
さ
れ
、「
国
史
」
編
纂
に
関
わ
り
紀
元
を
儀
鳳
暦
に
よ
っ
て
定

め
て
い
る
。（『
暦
で
読
み
解
く
古
代
天
皇
の
謎
』
大
平 

裕
著
） 

斯
う
し
て
天
武
天
皇
は
人
民
、
豪
族
を
支
配
し
、
土
地
と
経
済

そ
し
て
、
時
間
、
歴
史
ま
で
支
配
し
よ
う
と
し
て
い
た
。 

天
武
紀
十
二
年
条
に
、 

其
の
天
瑞
（
あ
ま
つ
み
つ
）
は
、
政
（
ま
つ
り
ご
と
）
を 

行
ふ
理
（
こ
と
わ
り
）、
天
道
に
協
（
か
な
）
ふ
と
き
に
は
、

応
ふ
と
。
是
に
今
朕
が
世
に
当
り
て
、
年
毎
に
重
ね
て
至
る
。 

 

記
事
は
天
瑞
、
天
道
に
言
及
し
て
お
り
、
王
が
正
し
い
政
治
を

行
は
ば
、
天
が
瑞
祥
を
も
た
ら
す
に
則
っ
た
。
天
瑞
が
年
毎
に
重

ね
て
至
る
は
、
天
が
認
め
る
と
こ
ろ
と
」「
倭
国
」
を
併
合
・
統
一

し
た
天
武
天
皇
の
「
日
本
」
は
中
国
の
天
の
思
想
に
適
っ
て
い
る

こ
と
を
謳
っ
て
い
る
。 

 

天
帝
に
擬
え
た
天
武
天
皇
が
、
東
国
、「
日
出
る
所
に
近
く
、
も

っ
て
名
を
な
す
」。「
日
本
」
を
国
号
と
し
、
国
史
編
纂
を
重
要
視

し
た
た
こ
と
は
頷
く
こ
と
が
で
き
る
。 

ま
た
、
天
武
天
皇
の
「
日
本
」
は
、
唐
の
律
令
制
度
を
総
じ
て

取
り
入
れ
て
い
る
が
、「
科
挙
」、「
宦
官
」
等
を
取
り
入
れ
な
か
っ
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た
こ
と
で
、
そ
の
後
の
日
本
が
政
治
的
・
文
化
的
に
自
由
に
な
り
、

独
自
性
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
は
評
価
で
き
る
。 

 

五
．
併
合
・
統
一
王
権
の
象
徴
「
斎
宮
」
の
造
立 

 

淡
路
の
舟
木
石
上
神
社
、
箸
墓
、
長
谷
寺
、
三
輪
山
（
大
神
神

社
）、
檜
原
神
社
、
田
原
本
の
多
神
社
、
広
陵
の
百
済
神
社
、
神
島

の
八
代
神
社
が
並
ぶ
東
西
ラ
イ
ン
、
所
謂
「
太
陽
の
道
」
・
北
緯 

三
十
四
度
三
十
二
分
と
、
大
海
人
皇
子
の
本
拠
、
東
国
の
重
要
な

ポ
イ
ン
ト
、
白
山
比
咩
神
社
（
加
賀
一
宮
）、
美
濃
席
田
評
、
安
八

麿
評
、
津
島
神
社
（
素
戔
嗚
命
を
祀
る
）
を
つ
な
ぐ
南
北
ラ
イ

ン
・
東
経
百
三
十
六
度
三
十
七
分
の
交
点
に
麻
積
氏
が
祭
祀
す
る

竹
（
多
気
）
神
社
が
あ
っ
た
。 

「
太
陽
の
道
」
は
「
倭
国
」
が
奉
賛
し
て
き
た
「
日
の
神
」
の

重
要
な
聖
地
が
並
ぶ
。
南
北
ラ
イ
ン
と
の
交
点
、
竹
神
社
に
大
海

人
皇
子
が
望
拝
（
た
よ
せ
に
を
が
み
た
ま
ふ
）「
天
照
大
神
」
に
奉

仕
す
る
斎
王
の
斎
宮
（
い
つ
き
の
み
や
）
を
造
立
し
て
い
る
。 

こ
の
こ
と
は
、「
日
本
国
」
に
相
応
し
い
祭
祀
の
形
態
と
し
て

「
倭
国
」
の
「
日
の
神
」
崇
拝
か
ら
皇
祖
神
「
天
照
大
神
」
へ
の

転
換
が
図
ら
れ
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。 

天
武
天
皇
が
制
度
上
の
最
初
の
斎
王
に
大
来
皇
女
を
遣
わ
し
て

い
る
の
は
、
天
武
二
年
。
泊
瀬
斎
宮
、
そ
し
て
斎
宮
。
斎
宮
は
、

伊
勢
の
社
か
ら
約
二
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
と
離
れ
て
い
る
。 

国
の
史
跡
指
定
と
な
っ
て
い
る
斎
宮
跡
は
、
三
重
県
多
気
郡
明 

和
町
に
あ
り
、
東
西
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
南
北
七
〇
〇
メ
ー
ト
ル

に
わ
た
る
一
三
七
ヘ
ク
タ
ー
ル
が
そ
の
範
囲
。 

 

六
．『
日
本
紀
』
編
纂
と
日
本
号 

（
一
）『
日
本
紀
』
編
纂
の
方
向
性 

ま
ず
、
唐
と
の
対
等
関
係
を
築
く
こ
と
。
背
景
と
し
て
、
白
村 

江
の
戦
い
後
の
対
外
関
係
が
考
え
ら
れ
る
。
冊
封
体
制
、
朝
貢
関

係
で
あ
っ
た
倭
国
（
委
奴
国
、
倭
の
五
王
、
邪
馬
台
国
の
時
代
な

ど
）
の
清
算
。
別
種
の
「
日
本
国
」
と
し
て
唐
と
の
対
等
関
係
を

築
く
必
要
が
あ
っ
た
。 

そ
の
た
め
、「
倭
（
や
ま
と
）」
の
大
王
家
・
天
皇
、
畿
内
中
心

の
史
実
を
基
軸
に
編
纂
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。 

『
日
本
紀
』
に
不
記
載
と
し
た
の
は
、
例
え
ば
、
魏
志
倭
人
伝

に
登
場
す
る
邪
馬
台
国
、
卑
弥
呼
、
倭
の
五
王
。「
倭
（
わ
）」
北

部
九
州
の
勢
力
が
関
係
す
る
史
実
、
九
州
年
号
、
立
評
、
神
護
石

系
山
城
、
都
督
府
の
存
在
等
々
。 

倭
の
五
王
と
は
、
中
国
南
朝
の
宋
帝
国
（
劉
宋
）
の
正
史
『
宋

書
』
に
登
場
す
る
倭
国
の
五
代
の
王
、
讃
・
珍
・
済
・
興
・
武
を

い
う
。 

次
に
、『
日
本
紀
』
編
纂
当
初
の
ね
ら
い
は
、
天
武
天
皇
の
正
当

性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

武
力
に
よ
っ
て
皇
位
を
簒
奪
し
、「
倭
国
」
を
併
合
し
た
新
し
い

国
造
り
を
始
め
た
が
、
こ
の
こ
と
は
中
国
の
「
辛
酉
革
命
」
讖
緯

思
想
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
止
む
を
得
ず
に
戦
っ
た

こ
と
を
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、「
国
」
と
し
て
の
支
配
体
制
、
支
配

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
浸
透
、
徹
底
を
図
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。 

そ
の
た
め
に
、「
国
史
」
編
纂
を
通
し
て
諸
豪
族
、
氏
族
が
崇
敬

し
て
い
た
「
神
」
と
天
孫
降
臨
神
話
に
も
と
づ
く
「
神
」
と
の
関

係
を
整
理
、
神
祇
体
制
の
整
備
を
図
る
必
要
が
あ
っ
た
。 

 

最
後
に
、「
倭
国
」「
日
本
国
」
に
つ
い
て
表
現
、
表
記
を
工
夫

す
る
こ
と
で
、
北
部
九
州
の
倭
（
わ
）
と
、
神
武
以
来
の
大
和
の

倭
国
（
や
ま
と
）、
大
倭
を
混
同
、
誤
読
す
る
よ
う
に
導
く
こ
と
を

狙
っ
た
記
述
に
な
っ
て
い
る
。 

 

例
え
ば
、 

神
武
紀
三
一
年
条
の
、「
饒
速
日
命
、
天
磐
船
に
乗
り…

因 

り
て
目
（
な
）
づ
け
て
虚
空
見
つ
日日
本本
（（
やや
まま
とと
））
の
国
と

曰
う
」 

 
 
 

斉
明
紀
五
年
（
六
六
九
）
秋
七
月
の
条
の
後
、
朝
（
み
か 

ど
）
に
冬
至
の
会
（
ゑ
）
有
り
。
会
の
日
に
亦
觀
（
ま
み
） 

ゆ
。
朝
（
ま
う
）
け
る
諸
蕃
（
く
に
ぐ
に
）
の
中
に
、
倭倭
の 

客
（
ま
ら
う
と
）
最
も
優
れ
た
り
。
後
に
出
火
（
み
づ
な
が 

れ
）
の
乱
に
由
り
て
、
棄
て
て
復
（
ま
た
）
検
（
か
む
が
） 

へ
ら
れ
ず
。
十
二
月
三
日
に
、
韓
智
興
が
傔
人
（
と
も
び
と
）

西
漢
大
麻
呂
、
枉
（
ま
）
げ
て
我我
がが
客客
を
讒
（
よ
こ
）
す
。

…
…

客
の
中
に
伊
吉
連
博
徳
有
り
て
奏
す
。
因
（
よ
り
て
）

即
ち
罪
を
免
（
ゆ
る
）
さ
れ
ぬ
。…

…

遂
に
西
京
に
匿
（
い

ま
し
）
め
て
、
別
処
に
幽
（
と
ら
）
へ
置
く
。 

「
倭
国
最
優
」
と
あ
る
倭
の
客
と
「
枉
讒
我
客
」
の
我
が
客
・ 

大
和
か
ら
の
遣
唐
使
と
並
立
さ
れ
て
い
る
。
客
の
中
の
伊
吉
連
博

徳
は
、
ど
ち
ら
の
客
か
詳
ら
か
に
さ
れ
な
い
。 

（
二
）『
日
本
紀
』
完
成
ま
で 

持
統
朝
に
な
っ
て
国
史
編
纂
事
業
は
本
格
化
し
た
と
考
え
ら
れ

る
が
、
持
統
五
年
（
六
九
一
）
八
月
条
に
、 

十
八
の
氏
、
大
三
輪
・
雀
部
（
さ
ざ
き
べ
）
・
石
上
・
藤

原
・
石
川
・
巨
勢
・
膳
部
・
春
日
・
上
毛
野
（
か
み
つ
け

の
）
・
大
伴
・
紀
伊
・
平
群
・
羽
田
・
阿
部
・
佐
伯
・
采

女
・
穂
積
・
安
曇
に
詔
し
て
、
其
の
祖
等
（
お
や
た
ち
）
の

墓
記
を
上
進
せ
し
む
。 

ま
た
、
和
銅
元
年
（
七
〇
八
）
正
月
十
一
日
条
に
、
和
銅
大
赦

の
記
事
が
あ
る
。 

天
下
に
大
赦
す…

…

山
沢
に
亡
命
し
、
禁禁
書書
を
挟
蔵
し
て
、

百
日
ま
で
首
せ
ず
ん
ば
、
罪
に
復
す
る
こ
と
、
初
め
の
如
く

せ
よ
。 

こ
の
「
墓
記
上
進
」
と
「
禁
書
の
挟
蔵
を
許
さ
な
い
」
と
い
う

天
皇
の
命
令
に
よ
っ
て
、
多
く
の
氏
族
に
伝
わ
る
伝
承
を
、
す
べ

て
宮
中
へ
献
上
さ
せ
、
そ
れ
ら
を
材
料
に
し
て
、
新
し
い
歴
史
を

自
分
の
都
合
の
良
い
よ
う
に
作
り
替
え
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
と

考
え
ら
れ
る
。 

『
旧
唐
書
』
の
中
に
、
中
国
の
書
籍
を
買
い
あ
さ
る
遣
唐
使
の

逸
話
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。 

開
元
（
七
一
三
）
の
初
め
、
ま
た
遺
使
来
朝
し
た
。…

…

略…
…

彼
ら
は
得
た
錫
賚
（
し
ら
い
・
下
賜
品
）
で
こ
と
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ご
と
く
書
籍
を
買
い
、
海
路
、
帰
国
し
た
。 

書
籍
と
は
『
史
記
』『
漢
書
』『
後
漢
書
』『
隋
書
』『
文
選
』『
芸

文
類
従
』『
淮
南
子
』
な
ど
と
考
え
ら
れ
る
。 

（
三
）『
日
本
紀
』
を
奏
上 

『
続
日
本
紀
』
養
老
四
年
（
七
二
〇
）
の
記
事
に
、 

是
よ
り
先
、
一
品
舎
人
親
王
、
勅
を
奉
り
て
『
日
本
紀
』

を
修
む
。
是
に
い
た
り
て
功
成
り
、
紀
三
〇
巻
・
系
図
一
巻

を
奏
上
す 

 
 

な
お
、
後
の
『
日
本
書
紀
』
の
段
階
で
は
、「
系
図
一
巻
」
は
、

何
故
か
無
く
な
っ
て
い
た
。『
日
本
紀
』
と
大
き
な
違
い
を
見
せ
て

い
る
。『
記
紀
』
に
は
、
大
王
・
天
皇
の
「
姓
」
が
書
か
れ
て
い
な

い
が
果
た
し
て
、
天
皇
家
に
は
「
姓
」
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。 

 

七
．
ま
と
め 

 

（
一
）
統
一
王
朝
、
天
武
・
持
統
朝
は
、
諸
豪
族
、
氏
族
が
崇
敬

し
て
い
た
「
神
」
と
天
孫
降
臨
神
話
に
も
と
づ
く
倭
の
「
神
」
と

の
関
係
を
整
理
し
、
渡
来
系
氏
族
（
天
日
槍
、
阿
智
使
主
（
あ
ち

の
お
み
）
な
ど
の
子
孫
な
ど
）
を
も
体
制
内
に
取
り
込
む
こ
と
を

意
図
と
し
た
の
が
『
紀
記
』
の
編
纂
で
も
あ
っ
た
。
白
村
江
後
の

新
た
な
統
一
王
権
「
日
本
」
の
支
配
体
制
の
基
軸
に
と
し
て
「
天

照
大
神
」（
神
鏡
）
を
生
み
出
す
こ
と
で
「
氏
族
連
立
王
権
」
か
ら

「
皇
親
制
王
権
」
を
実
現
し
た
。 

ま
た
、
華
夏
（
内
国
）
と
蛮
の
居
所
（
夷
狄
）
と
二
項
目
対
立

的
な
構
造
を
作
り
出
し
な
が
ら
支
配
の
強
化
を
図
っ
た
。 

（
二
）
律
令
制
の
形
成
と
と
も
に
、
人
民
支
配
の
た
め
「
天
照
大

神
ー
天
皇
（
す
め
ら
ぎ
）
ー
日
本
」
と
い
う
考
え
が
必
要
と
な
り

王
権
の
安
泰
、
維
持
の
た
め
、「
天
照
大
神
」
を
皇
祖
神
と
し
た
伊

勢
神
宮
を
成
立
さ
せ
、
神
＝
天
皇
が
「
聖
」「
浄
」
の
存
在
と
し
て

あ
る
た
め
に
対
極
に
「
賤
」「
穢
れ
」
を
創
り
出
し
た
。 

 
 

ま
た
、
持
統
天
皇
は
孫
の
草
壁
皇
子
の
子
、
軽
皇
子
（
文
武
天

皇
。
母
は
阿
陪
皇
女
。
皇
后
は
不
比
等
の
子
、
宮
子
。
首
皇
子
を

生
む
）
を
即
位
さ
せ
る
た
め
に
、
自
ら
を
天
照
大
神
に
擬
え
る

「
高
天
原
神
話
」
を
用
意
し
た
。
そ
し
て
、
伊
勢
神
宮
・
式
年
遷

宮
を
行
い
、「
天
壌
無
窮
」
の
「
神
授
の
神
権
」
と
し
て
、
現
在
に

つ
な
が
る
皇
位
継
承
を
一
子
相
続
と
し
た
。 

な
お
、
持
統
天
皇
の
諡
号
は
「
高
天
原
広
野
姫
天
皇
」（
た
か
ま
は

ら
ひ
ろ
の
の
す
め
ら
み
こ
と
）
で
あ
り
、『
日
本
書
紀
』
は
、
天
武

天
皇
を
素
戔
男
尊
と
し
て
高
天
原
か
ら
下
界
に
追
放
す
る
こ
と
を

意
図
す
る
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。 

ま
た
、
神
代
紀
に
お
い
て
禁
書
を
引
用
し
、
天
照
大
神
を
召
喚

す
る
祭
祀
の
中
心
は
祝
詞
奏
上
し
た
天
児
屋
根
命
の
卓
越
性
を
盛

り
込
む
こ
と
で
藤
原
氏
の
優
越
性
を
示
す
ね
ら
い
も
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
第
二
の
一
書 

時
に
中
臣
が
遠
祖
天
児
屋
命
、
則
ち
以
ち
て
神
祝
（
ほ
さ
）

き
祝
き
き
。
是
に
日
神
方
（
ま
さ
）
に
磐
戸
を
開
け
て
出
で

ま
す
。、
そ
し
て
、
第
三
の
一
書
の
引
用 

末
だ
若
此
言
（
か
く
い
ふ
こ
と
）
の
麗
美
し
き
は
あ
ら
ず 

（
三
）
日
本
号
の
使
用
と
小
中
華
思
想―

 

「
天
帝
天
皇
」「
天
照
大
神
」
と
周
辺
諸
国
を
「
蕃
国
」
視
し
た

観
念
は
、
百
済
や
高
句
麗
の
滅
亡
と
い
う
東
ア
ジ
ア
の
激
動
の
な

か
で
、
古
代
貴
族
が
い
だ
い
た
危
機
意
識
、
そ
れ
を
背
景
と
し
て

「
華
夷
秩
序
」
の
世
界
観
に
基
づ
き
朝
鮮
諸
国
を
「
蕃
国
」
視
し

た
観
念
が
具
体
化
し
て
く
る
。 

ま
た
、
斉
明
五
年
（
六
五
九
）
七
月
、
遣
唐
使
が
派
遣
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
遣
唐
使
に
使
人
と
し
て
加
わ
っ
た
伊
吉
連
博
徳
の
書

が
『
日
本
書
紀
』
に
載
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、「
東
北
の
蝦

夷
」
男
女
二
人
を
唐
の
天
子
太
宗
に
見
せ
て
い
る
。
が
、
実
は
、

『
宋
書
』
倭
国
伝
の
上
表
文
に
「
東
の
毛
人
」
と
あ
っ
た
も
の
が

「
東
北
の
蝦
夷
」
と
記
述
さ
れ
て
い
る
。 

蝦
夷
を
化
外
の
民
と
し
て
中
華
思
想
に
基
づ
く
夷
狄
観
そ
の
ま

ま
受
け
入
れ
た
結
果
と
言
え
る
。 

唯
、
唐
に
対
し
て
、
「
日
本
」
（
中
国
の
国
名
は
「
魏
」
「
周
」

「
唐
」
「
隋
」
な
ど
一
字
）
は
、
「「
東東
夷夷
」」
をを
受受
けけ
入入
れれ
なな
がが
らら
がが

「
華華
夷夷
秩秩
序序
のの
周周
辺辺
のの
辺辺
境境
だだ
かか
らら
」」
とと
いい
うう
ここ
とと
でで
、、「「
冊冊
封封
体体

制制
」」
下下
にに
ああ
っっ
たた
史史
実実
をを
「「
作作
為為
的的
なな
知知
らら
なな
いい
ふふ
りり
」」
を
し
た
。 

 
 

大
宝
令
や
養
老
令
に
お
い
て
、
国
内
で
は
、「
大
八
洲
天
皇
」
を

使
い
、「
蕃
国
使
に
宣
す
る
」
さ
い
に
「
日
本
天
皇
」
の
称
が
使
わ

れ
て
い
た
。
日
本
国
号
は
対
外
的
に
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た

こ
と
が
わ
か
る
。 

以
上
、
国
号
「
日
本
」
の
使
用
、『
日
本
紀
』
編
纂
は
、
唐
に
倣

っ
た
独
立
し
た
文
明
国
と
し
て
対
唐
、
対
等
関
係
構
築
の
た
め
の

物
証
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
た
。
日
本
号
は
、「
倭
国
」
を
併
合
し

た
天
武
朝
よ
り
遣
新
羅
使
、
遣
渤
海
使
を
通
じ
て
主
張
さ
れ
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
七
〇
一
年
遣
唐
使
以
降
、
国
際
的
に
認
知

さ
れ
て
い
る
。 

ま
た
、
天
武
天
皇
が
創
り
出
し
た
中
央
集
権
的
な
皇
親
制
王
権

の
維
持
を
図
り
な
が
ら
、
日
本
古
代
史
の
画
期
と
な
っ
た
建
元

「
大
宝
」、「
大
宝
律
令
」
に
よ
り
「
日
本
国
」
が
成
立
し
た
。 

以
後
、
円
滑
な
皇
位
継
承
、
国
内
の
安
定
、
体
制
の
維
持
、
そ

し
て
藤
原
氏
の
勢
力
の
増
大
と
宮
廷
支
配
を
最
大
の
目
的
と
し
た

の
が
、『
日
本
紀
』
編
纂
事
業
の
完
成
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。 
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